
高齢者世帯等の除雪を支援します!! 
                            

町では一般社団法人五城目町シルバー人材センターと提携し、自力での 

除雪が困難な高齢者世帯等に対して除雪支援を実施します。 

  

１．支援の対象となる除雪範囲等 

 ・玄関から道路までの手作業で行う除雪を基本とします。降雪等の状況により必要に 

応じて油タンク、ガスボンベ周り、トイレ、物置付近等までを対象とします。 

  ・排雪及び屋根の雪下ろしは、対象外とします。 

  ・除雪作業の時間指定はできません。 

  ・当日の除雪依頼は原則不可能です。 

  ・除雪の実施は午前８時から午後３時までです。 

 

２．利用期間 

・１冬期期間（１２月～翌年３月）につき、一世帯当たり５０回（１回３０分以内、 

   ただし３０分を超えて１時間以内の場合は２回扱い）を上限とし、上限を超えた 

   場合は実費となります。 

 

３．利用料金 

・１回当たり２００円の利用料金を負担いただきます。 

・利用料金は、月単位で一般社団法人五城目町シルバー人材センターから請求します。 

・生活保護世帯は、無料とします。 

 

４．支援の対象者 

  自力での除雪が困難で、次の項目のいずれかに該当する世帯を対象とします。 

 （１）世帯全員が６５歳以上。 

 （２）世帯全員が介護認定を受けている。 

 （３）世帯全員が１級若しくは２級の身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳の交付を 

受けている。 

 （４）上記（１）～（３）に該当する方で構成されている世帯。 

 （５）町長が特に必要と認める世帯。 

 

５．申込み方法 

  支援を希望したい方は、「五城目町高齢者世帯等除雪支援事業利用申請書」

に必要事項（申請者住所･氏名･電話、１.世帯構成、2.申請理由）を記入し 

役場健康福祉課へ提出して下さい。 

 

６．利用の決定 

  町が利用申請書の内容を確認し、利用の可否を決定し申請者に通知します。 

 
お問い合せ 五城目町健康福祉課（ＴＥＬ８５２－５１２８） 


